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1.序

保険金詐欺の歴史は驚くべきほど古い。世界最初の近代的生命保険

会社であるエタイタブル社の設立(1762年)から間もなくして、毒殺
1)

による保険金詐欺が発生しているO　その後も保険一特に生命保険一に

おける詐欺事件は後を絶たない。最近でも、和歌山保険金詐欺事件や

長崎水死偽装詐欺事件、本庄事件、奈良県天理事件などが次々と起こっ
2)

ている。また、医療保険や失業保険におけるおおよそ「犯罪として認
3)

知され難い」保険金詐欺に至っては、後を絶たずといってもよく、近

代的生命保険の成立から250年弱が経過した今でも、保険金詐欺がな

くなる様子は感じられない。

また、保険金詐欺による不利益一言ってみれば保険金詐欺のコスト

ーは、無視できないほどに大きく、潜在的なものまで含めると、損害

保険業全体における支払保険金総額の10%にのぼるとする研究結果も
4)

ある。さらに、マスコミ等で報道されている保険金詐欺事件は、事の
1、

性格上その詐欺行為が明るみになったものに限られており、それゆえ、
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水面下には類似事件が伏在していると考えることができる。以上のこ

とを鑑みれば、保険金詐欺にかかる問題は、保険経営において少なか

らず考慮すべき事案であると言えようO

「保険は偶然的事実の発生がもたらす経済的不利益に対処する制度
6)

である」。そのため、本来ならば何らかのリスクー例えば死亡、火災、

盗難など-が「偶然的に」発生したとき、そのときのみ保険金が支払

われるはずである。しかし現実には、保険会社にとってこの「偶然性」
7)

が確認不能である場合が少なくない。

また、近年起こっている保険金詐欺のほとんどは生命保険によるも

のであるが、その理由の1つとして、生命保険においては、契約成立
8)

に際して「被保険利益」を必要としないことがあげられる。そのため、

被保険者と保険金受取人との間における直接的な経済的利害関係の有

無は問題とされず、被保険者の承諾のみにて契約が可能となる。ゆえ

に、長崎水死偽装詐欺事件のように、おそらく保険契約内容を(さら

にはその契約の存在それ自体をも)知らされていなかったであろう実

子を殺害し、それを事故に偽装するといった保険金詐欺が起こりうる

のであるO

さらに商法においては、保険契約は「最大善意」(utmost good

faith)の契約であるとされている。「保険契約が最大善意の契約で

あることは、契約の成立直前の段階から終了まで、当事者の倫理性が

強く要求されるのであって、それは、制度それ自体の倫理性として、
q・

特質に掲げることができる」。すなわち、商法上において保険契約者

は、契約期間中、常に倫理的行動をとるものと想定されているのであ

る。しかし現実を鑑みるに、このような想定が、理想的・非現実的な

ものである感は否めない。

ところで、このような現実にも関わらず、保険金詐欺の問題に関す
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10)

る保険論等での蓄積はさほど多くない。なお保険金詐欺に関する分析
11)

アプローチは、以下に示す2つに大別可能である。

1つめは、このような保険金詐欺を「異常現象」(anomaly)とし
!ご、

てとらえ「人間の精神状況あるいは心理作用等に起因する危険」と定

義づける立場である。言ってみれば保険金詐欺は、一部の異常な人格

欠陥者等によって行われる「あってはならないこと」あるいは「けし

からないこと」とする見解である。

2つめは、保険金詐欺をすることによって得られるベネフィットが

コストを上回りさえすれば、誰にでも保険金詐欺を引き起こす可能性
13)

があるとするアプローチである。換言すれば、保険金詐欺は「危険な
11、

賭博」にすぎないとする立場である。

本稿は、このうち後者の立場から保険金詐欺に関する分析を展開す

ることを目的とする。なお後者の立場に立脚した背景としては、現実

における保険契約者の大部分は、どちらかと言えば「機会主義者」

(opportunist)あるいは「経済人」(homo oeconomicus)であ
IJ、

り、さほど「利他主義者」(altruist)でないことがあげられる。つ

まり、たとえ保険金詐欺が保険倫理に反する行動であったとしても、

その行動によってより多くの便益が得られるのなら、そのような行動
16)

を選択する可能性は少なくないと考えられるのである。また後者のア

プローチは、犯罪学の1つとしての「犯罪経済学」(economics of
17)

crime and punishment)の範疇に含まれるものとしても理解可
は・

能である。

以上のような問題意識を踏まえた上で、以下では保険金詐欺を抑止

するためのモニタリング(審査)システムを「不完全情報下の動学ゲー

ム」(dynamic game withimperfectinformation)のフレー

ムを用いて描写していく。そしてそこから、「保険金詐欺は、容易に
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はなくなるものではない」ことを示唆し、その抑止のためには、「モ

ニタリング強度の強化やモニタリングコストの引き下げに関する努力

が必要不可欠であること」および「保険会社が保険金詐欺抑止に対す

る確固たる態度を示すことが重要であること」を論証する。

注1)　田村[1990,p.212]。

2)　なお、本稿では各保険金詐欺事件の名称として通称的なものを用いることと

した(主として『エコノミスト(1999/9/14号)』に依拠したが、同誌刊行後にお

ける保険金詐欺事件の名称については『日本経済新聞』を参考とした)。また

各保険金詐欺事件にかかる記述については、すべて脱稿日当時のものである。

3)　ゆえに本稿議論の対象となる保険金詐欺は、新聞等でとりあげられているよ

うな凶悪犯罪的なもの(保険金殺人など)に限定されるものではないO　もちろ

ん凶悪犯罪的な保険金詐欺事件は、社会全体に大きな影響を与える。しかし現

実に保険会社の収支に大きな影響を与えているのは、入院給付金の詐欺(例え

ば、頚椎捻挫(むち打ち症)であると偽って不当に給付金をせしめようとする

など)であると言われている(例えば貴志[1998,pp.63-64]などを参照)。

4)　Weisberg and Derring[1991]およびD'Arcy[1994,p.171]。また保険金

詐欺のコストにかかる実証研究として他に、Colquitt and Hoyt[1997],沙

[2001]を参照。さらに中林[2000,pp.33-35(脚注1,6,10)]も参照のこと。

5)　このことに関しては月足[1986a]を参照。

6)　水島[1999,p.2]。

7)　このことは、大倉[1999,p.161〕でも言及されている。

8)　このことについては、例えば山下他[1999,p.221](竹濱教授担当分)を参

照。

9)　近見他[1998,p.26](近見教授担当分)。

10)　ただし多発する保険金詐欺事件に関連して、平成11年度の「日本保険学会大

会」において、『モラル・ハザードをめぐる諸問題』というタイトルでシンポ

ジウムが開催された。なおその成果は『保険学雑誌』第569号に所収されてい

る(藤田[2000],大倉[2000],中林[2000]および野口[2000]を参照)。

11)　以下の記述に関しては、高尾[1991,第7章]および許[1996,第1章]に負う

ところが大きい。
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12)　広海・塙[1997,D.161]。

13)　このことは以下の月足[1988,p.36]の言及により要約できる。「かつては

ごく稀に異常な犯罪者が[保険]犯罪を犯したのであるが、今日では、必ずし

も凶悪な犯罪を犯す必然性のない人々がこの犯罪に加わっていることが知見さ

れる」(ただし[]は筆者加筆)。

14)　山野井[2000,p.66]。また田村[1997,p.63]は、同様のことを「無から有

を生む」手品、「打ち出の小槌」「魔法のランプ」と形容している。

15)またこの意味において、「制度や法律がいかに進歩しても、人間の欲求や道徳

意識の変化は遅々たるもののようである。時として、強い金銭的欲求は人間の

理性を圧倒して、文化的諸制度をも自己の利益のために悪用し尽くそうとする」

(月足[1976b,p.73])という言及は示唆的である。

16)　以上の点については、高尾[1991,第7章]を参照。それに対して、本稿に

並行した研究であるBoyer[1999]では、保険金詐欺を行う意図のない「正直

者」(honest)の存在が考慮されている。

17)　「犯罪経済学」(economics of crime and punishment)についての

より詳細な説明については、Becker and Landes[1974]および秋葉[1993]

などを参照。

18)　なおこの点については大倉[2001]も参照のこと。

2.基本モデルの構築

2.1.モデルの設定

以下において、保険金詐欺に関する考察を行うべく、モデル分析を
こ9・

展開していく。

今、保険価額A∈(0,∞)の稼働能力を持つ主体が存在するとしよう。

そして、付保対象となっている危険が偶然的に発生することを「事故

発生」と呼ぶこととし、その発生確率を冗∈(0,1)と表すことにする。

まず最初に、主体はこの保険契約に加入するかどうかを決定する0
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ただし同保険契約は、「保険数理的に公平」(actuarially fair)であ

るとする。ゆえに、保険料をPとし、保険金をSとすれば、花=音と

なるO　また、事故発生による損害額をDとしようO　ただし議論の単純

化のため、全損のみが発生かつ全部保険のみが付保可能であるケース

を想定する。従ってD=Sとなる。

さらにこのとき、保険会社はその事故発生の有無に関する情報を持
20)

ちえないものとしようO　換言すれば、事故発生の有無に関して保険会

社は情報劣位であると言える。そのため、このような保険会社の状態

を所与とすれば、主体である保険契約者(ないし保険金受取人)は、

事故発生の有無に関わらず、保険金請求を行うことが可能となる。な

お以下において、事故発生時における保険金請求を「正当請求」、無

事故時におけるそれを「不当請求」と呼ぶこととしよう。

そして、このような保険金請求が発生した時、保険会社はその保険

金請求に対してモニタリングを行うかどうかを決定するO　ただし、た

とえモニタリングを行ったとしても、その保険金請求が不当請求であ

ることを見抜き、かつそれによって当該保険契約を無効にすることが

必ずしも可能とは限らないものとする。これに関連して、保険会社が

モニタリングを行った際、そのモニタリングによって保険金詐欺を発
ご1、

見・立証し、当該保険契約を無効にできる確率をβ∈[0,1]とおく。

このことは、その危険の発生が偶然でないことを証明し、かつその上

で裁判等で当該保険金請求が詐欺であることを立証することが、証拠

不十分などの理由により不能となることが起こりうることを示してい
22)

る。実際、フィリピンなどを舞台とした国際的な保険金詐欺が少なく

ない理由の1つとして、外国であることによりモニタリングコストが
23)

高額となることの他、現地警察のモニタリング「強度」(intensity)
24)

が相対的に弱いことにも起因しているように思われる0

-236-



保険会社のモニタリングに関する一考察

ただしモニタリングを行う際に一定のモニタリングコストM>0が

生じるものとする。さらにモニタリングコストの大きさについて、
1.ユ、

M<S-Pを仮定する。

そして不当請求時において、もしその保険金請求が成功すれば、主

体は無事故にも関わらず保険金Sを受け取ることができる。またその

とき保険会社は、無事故であるにも関わらず支払ってしまった保険金
:hl

Sに相当する損失を被る。しかし、もしその保険金請求が失敗すれば、

主体は保険金Sが詐取できないばかりか、一定額のペナルティーⅩ>0
27)28)

を支払わなければならないとするO

最後に、主体の効用関数をU(W)とし(ただしWは主体の保有富)、

連続かつ厳密に凹、さらに豊>0,謡<0を仮定するOそれに対し

て保険会社は、危険中立的であるとし、従って保険会社の効用はその

利得をもって表現される。

2.2.モデルの操作

以上の準備をもって、保険市場における均衡分析を行う0　2.1.に示

した保険市場は、いわゆる「ゲーム論的状況」(game situation)

にあるO　それゆえ、当該モデルはゲーム論の手法によって一具体的に

は「不完全情報下の動学ゲーム」(dynamic game withimperfect

information)のフレームワークによってr解くことが可能となる。

従って本稿では、「完全ベイズ均衡」(perfect Bayesian equi-
29)

1ibrium)を均衡概念として用いることとするO

この保険市場における均衡を求めるべく、同市場をゲームツリーの

形によって示せば、(図1)のようになる。さらに「行動戦略」(behav-

ioralstrategy)としてql,q2,q3・rを、「信念」(belief)としてlL

を、そして「情報集合」(informationset)としてIl・I2,I3,I4をそ
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れぞれ図に示すように定義しよう0ただし、qlは主体が保険契約を

締結する確率、q2は主体が正当請求を行う確率、q3は主体が不当請

求を行う確率、rは保険会社がモニタリングを行う確率、〟は保険金

請求があったとき保険会社がそれを正当請求であると信じている確率、

をそれぞれ示すものとしよう。また情報集合のうち、Il,I2,I3は主体

の手番を・I4は保険会社のそれを表している0さらにNは「自然」

(nature)の手番を指している。

U(A-PTX),　U(A-P+S),
p-M P-S-M

注)ベクトル内のスカラーは、それぞれ主体および保険会社の
効用を示している。白丸はゲームの出発点を表している。

図1保険金詐欺ゲーム

30)

そしてこのゲームの均衡を求めれば、以下のようになるO
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(均衡1)

(均衡2)

(均衡3)

御≦器物
ql=1,q2=1,q3=1,

/`=0,

P

・〃~丁

御=詰,伽〃
ql=1・q2=1,q3=1,

r　≦
〃(4-P)一打(.4-P+5)

βlLr(A-p-ガ)-Lγ(4-P+S)1

P

・′ト~丁

・川・∴二/「∴・′‥・

ql=1・q2=1・q3=

罪ノ1才

(1一打)(β5-ルの

Lr(4-P)-U(4-P+S)

叫もr(月-p-X)-Lr(』一戸+5)1

〃=トー含
まず上記均衡値のうち、すべてのタイプの均衡で一致している部分

について解釈すれば、以下のようになる。

・ql:どのタイプの均衡においてもql=1である0このことはβの

大きさに関係なく、主体は必ず保険契約を締結することを意

味している。

・q2:どのタイプの均衡においてもq2=1であるOつまり事故時に

おいて主体は必ず保険金請求を行う。なぜなら、この場合に

おける保険金請求は正当請求であるため、保険会社のモニタ

リングの有無に関わらず保険金を得ることができるからであ

る。

次に上記均衡から明らかなように、β<譜であるとき、無事
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故時における主体は必ず不当請求を行い(q3=1)、かつそのとき保険
31)

会社はモニタリングを全く行わない(r=0)。このことは、高尾・大

倉[1999]や大倉[2001]が主張する「確実に保険犯罪を実行したり、あ
、lご

るいは保険犯罪が行われないということはない」という命題に対する

アンチテーゼとなる0ただし高尾・大倉白999]同様、q3=0あるいは

r=1となることはなく、それゆえ保険金詐欺が完全に抑止されるよう

な状況は均衡ではない。

なお・q3=1かつr=0が均衡として実現する理由について簡単に記

述すれば、以下のようになる。もしβく-j豊-だとすれば、たとえ

主体の不当請求が確実だとしても、それを相対的に低い確率でしか立

証できない。ゆえにこのとき、保険会社はモニタリングを行わないこ

とを選択するO　さらに、正当請求時においてもモニタリングを行わな

い方が有利であるO従ってβ<豊のとき、モニタリングを行わ

ない戦略(r=0)は他の戦略(r>0)を「支配」(dominant)しているこ

とが分かる。

さらに比較静学分析によって、以下のことが確認できる。

βの上昇→(均衡3)が実現しやすくなる

Mの上昇→(均衡1)が実現しやすくなる

(S-P)の上昇-→(均衡3)が実現しやすくなる

上記の結果から、大きなβや小さなMが保険金詐欺を抑止する上で

有効であることを示すことができる。ただし、このことによって保険

金詐欺がなくなるわけではなく、これらのことはあくまで保険金詐欺
.i.1ユ

の発生確率を小さくするに過ぎないことを認識する必要があるO　また

(S-P)は事故発生時に主体が受取る正味の保険金-いわゆる純保険

金一の大きさを示しているが、これが大きくなればなるほど、他の条

件を一定にして、保険会社はより積極的なモニタリングを行うことが
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分かる。なおその理由として、純保険金が大きくなればなるほど、保

険金詐欺発生時の詐取額が大きくなるため、保険金詐欺を防ぐための

インセンティブもまた大きくなることがあげられるO

さらに、βの変化に対するq3およびrの変化を詳細に見るべく、縦

軸にq3およびr、横軸にβをとったグラフを描けば、(図2)のように

なる。ただし、

冗(85-ノ切　口_(S一戸)tLr(A一戸)-U(41P+5))

(1-冗)∂S,〃~　ノ嘲Lr(A-p-X)-Lr(』一戸+5))

_(ノr(良一P)一打(月一戸+S)

l「「l!一　一

である。

X)一Lr(月一戸+S)

注)ただし国中においては、α>ノ?となっているが、
αとβの大小関係については不明である。

図2　rおよびq3のグラフ

なお図中におけるq3およびrについて言及すれば・以下のとおりで

あるOまずq3についてだが、∂=1のとき主体は、ヴ3
方JW

(1-花)(5-凡の
の

確率で不当請求を行うO　そしてβが1よりも小さくなると、その小さ

くなった分だけ不当請求が発覚する確率もまた低下するため、それに
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対応してq。が大きくなる。さらに、Oが器よりも小さくなるとq3

=1が実現するO

次にrについて考察しようO　まず∂=1だとする。このとき保険会社

はγ=
Lr(AIP)一打(4-タ+5)爪鯖瀬重T_わ.い′ガナ、4二エ34)

の確率でモニタリングを行う。次にβ
Lr(4-p-X)-(!(4-P+S)

が1よりも小さくなったとしようO　このときモニタリングの不完全性

が存在することから、たとえモニタリングを行っても、保険金詐欺を

抑止できるとは限らないO　そして主体は、このモニタリングの不完全

性を原因に不当請求をより高い確率で行おうとするため、保険会社は

このような主体の動向に対応すべく、モニタリング確率rを引き上げ

るO　このことは、(均衡3)におけるrの式を変形した式

r∂
_　U(A一戸)-〔7(.4-P+5)

U(4-p-X)-【ノr(A一戸+5)

より、(均衡3)では、rとβの積が主体の効用によって示された定数値

となることからも明らかにすることができるO

しかし、βが器より小さくなると-つまりモニタリングの不完

全性がある閥値より大きくなってしまうと一主体の不当請求確率の上

昇に対抗してモニタリング確率を上昇させるよりも、全くモニタリン

グを行わないことの方が保険会社にとって望ましくなる。なぜならβ

が閥値を超えた小さな値の場合には、モニタリングコストが冗費とな

りやすくなる-すなわちモニタリングを行ったにも関わらず、保険金

詐欺が抑止できない可能性が高い一からである。それゆえこのような

状況においては、不当請求を無条件的に容認した方が保険会社にとっ
35)

て有利となるのであるO

注19)　以下のモデルは、高尾・大倉[1999]のそれを若干リファインしたものである。

従って新出したものを除き、高尾・大倉[1999]と同様の変数表記にしてある。

20)　ただし「事故発生の有無に関する情報を持ちえない」とは、以下の3つのケー

スを包含した意味を持っているO　なお、以下の分類は月足[1976a,pp.50-52;
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1986a,Pp.6-8]のそれに対応している。

1)事故が発生したか否かが不明(事故発生の有無に関する偽装の可能性)。例

えば、「フィリピン邦人水死偽装事件」(1995年)など。

2)その起こった事故が偶然的に発生したものなのか否かが不明(事故発生の

偶然性に関する偽装の可能性)。例えば、「長崎水死偽装詐欺事件」(1999

年)など。

3)その発生した損害が付保対象となっている危険の発生によるものなのか否

かが不明(発生した危険の種類に関する偽装の可能性)。例えば、「バーベ

キュー火傷偽装事件」(一連の和歌山保険金詐欺事件の1つ,1996年)など。

21)　それに対して高尾・大倉[1999]モデルでは、このようなモニタリングの不完

全性は存在しない。換言すれば、同モデルは本稿モデルにおける∂=1のケー

スを限定的に取り扱ったものであると評価できる。

22)　同国を舞台にした保険金詐欺事件として、例えば1978年における「フィリピ

ン事件」や1979年の「マニラ事件」、あるいは1995年における「フィリピン邦

人水死偽装事件」などがあげられる。

23)　ただし本稿では、「強度」(intensity)が外生的に与えられている場合を想

定している。従って、その定義を「どれだけ注意深く審査を行うことができる

旦型の程度」とし、強度を内生変数として分析した大倉[2000]とは異なった意

味で用いていくこととする(なお、下線部のみが大倉[2000]の定義と異なって

いる)。

24)　この点については月足[1996,p.6]および沙[2001]を参照。

25)　この仮定は、β=1の場合に主体が不当請求を行ったとき、モニタリングを

行わずに不当請求を容認することが、モニタリングをして保険金詐欺を防ぐこ

とよりも高コストであることを意味している。もしこの仮定が満たされていな

ければ、保険会社はβの大きさに関係なく、常にモニタリングを行わなくなる。

26)　しかし実際には、保険金詐欺によって発生した損失が保険料に転嫁される可

能性がある。例えばブラジル・サンパウロにおいては、自動車盗難が多発して

おり、それを逆手にとった自動車保険金詐欺事件が多発しているという。そし

てそれに起因して、日本において1000ドル程度である任意保険の年間保険料が、

同地においては4500ドルを超えることもあるという(日本経済新聞[1999/10/

17朝刊])0

27)　このペナルティーは、罰金や懲役刑さらには評判・信用の失墜によるマイナ
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ス分なども含んだ、より広域的なコストとして定義している。

28)　それに対して大倉[2001]は、ペナルティーの大きさが保険金額の関数となっ

ている場合について分析している。

29)　「完全ベイズ均衡」(perfect Bayesian equilibrium)の定義およびその

詳細については、Rasmusen[1989,Chapter5],Gibbons[1992,Chapter4]

および丸山・成生[1997,pp.186以下]などを参照O

30)　均衡の計算過程については、Appendix Aを参照。なおここでは均衡が3

つに区分けされているが、後に示す(図2)から明らかなように、q3およびrの

均衡値は、連続かつ1告において微分可能性が満たされていない1つの関数

として描くことができる。

31)なおβ=…浩の時は、rについて複数均衡とな。、その1つとしてq3=1,

r=0が実現する。

32)　大倉[2001,p.79]。

33)　このことは、高尾・大倉[1999],大倉[2000,2001]などにおいて言及されてい

ることである。

34)　このrの均衡値は、高尾・大倉[1999]で導出されたそれと同一である。

35)　それゆえに「保険会社が反証を挙げることが困難で勝訴の見込みがうすいと

見る場合には、裁判所が必らずLも保険会社に対して好意的でないことを考慮

して、給付の一部を支払うことによって和解へ持ちこもうとする」(月足[1976

a,p.56])傾向にあるO

3.保険金詐欺と保険会社の経営方針

3.1.モデルの設定および操作

2.においては、保険金詐欺とそれを抑止するためのモニタリングに

ついての議論を行った。そして、モニタリングをするかしないかある

いはどの程度行うのかは、その強度やモニタリングコストなどの大き

さに依存して決まることを明らかにしたO

ところで、保険会社にとってモニタリングに関する問題は、短期的・
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一時的なものではないO　ゆえに各保険会社は、保険金詐欺の発生を

「長期的・継続的に」抑止するための経営方針を打ち立てる必要があ

るO　なお実務上においても、「保険会社のモニタリングは、コストベ

ネフィットを考えて行われるものと、コストに関しては一応度外視し
`lト・

てむしろ再発防止の意を含ませたものとがある」。つまり、たとえモ

ニタリングコストが高くても、あえて積極的にモニタリングを行うこ

とによって、より健全な保険経営を推進しようとすることが起こりう

るのである。実際、和歌山保険金詐欺事件以降、同事件に類似した事

件が次々と発生したが、それらの事件が、長期的視点に立脚した管理

体制の不十分性に起因した模倣犯的なものであった感は否めないO

そこで以下においては、2.で示したモデルに上で述べたような点を

加味した分析を展開する。ただし、2.で示した変数等については、当

該分析中においても同義で用いていくことにする。

今保険会社が、保険金請求全てに対してモニタリングを行うか(以

下これを「全部モニタリング」と呼ぶ)、あるいは2.と同様コスト・

ベネフィットの観点から見て、モニタリングを行うかどうかを決定す

るか(以下これを「部分モニタリング」と呼ぶ)を選択するものとしよ

う。なお以下において、この部分に関する意思決定戦略を「モニタリ

ング戦略」と呼ぶこととするO　なお、この「モニタリング戦略」は

「長期戦略」として解釈可能であり、かつそれはモニタリングを行う

かどうかという「短期戦略」を規定するものとして位置づけることが
、lT、

できる。また簡単化のため、2.で議論したモニタリングの強度に関し

ては考慮せず、モニタリングを行えば必ず保険金詐欺が抑止できるも
38)

のとしよう。そして、保険会社がどちらのモニタリング戦略を採用し

たかについては、保険会社の「私的情報」(privateinformation)

であるとするO　さらに、モニタリング戦略の決定より後のゲームの手
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順については、2.と同様とする。

そして以上の状況を図示すれば、(図3)のようになる。ただし2.の

議論から、正当請求が支配戦略であることは既に確認されている。ま

た保険会社が全部モニタリングを採用したときには、必ずモニタリン
39t

グが行われるため、モニタリングの実施に関する意思決定は存在しな

い。従って(図3)において、これらの戦略に対応する変数の表示は省

略している(採用される戦略は太字矢印により示した)。なお同図中で、

mは保険会社が全部モニタリングを行う確率、人は保険契約を締結す

るか否かの意思決定を行う主体が、当該保険会社が全部モニタリング

戦略を採用していると信じている確率、Vは無事故時において、主体

U状∴P)　　U(^~P)U(A.P~X)U(^.P十S)UtA.P~X)U(∧~P+S)l(^-P)　U(^-P)
p-S-M P-S P-M P-S P-M P-S P-S-M PTS

注)ベクトル内のスカラーは、それぞれ主体および保険会社の効用を示している
白丸はゲームの出発点を表している。
→(太線矢印)は、2.においてそれが採用されることが既に示されたもの、

または全部モニタリングの定義から明白であるものを指すO

図3　モニタリング戦略に関する意思決定が行われる場合のゲーム
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が当該保険会社の採用している戦略が全部モニタリング戦略であると

信じている確率、をそれぞれ表している(ゆえに入およびソは信念で

ある)0さらに各情報集合のうち、I2,I3は主体の手番を、Il,I4は保険
40)

会社のそれを示している。
41)

その上でこのゲームの均衡を求めれば、以下のようになる。

ヴ1=1,生=
二.1/

(1一花)(5-ノ吻

(1-一名柁)(1-γ)
F(4-P)一こて』-p-ガ)

一戸+5)一打(A-p-X)

〃=誓ス=レ=∽
上記均衡値の中で特筆すべきは、モニタリングに関する均衡値が、

2種類のモニタリングに関する行動戦略の積を一定値にするような点

の集合によって示されることであるO　なお
「.し1・一戸1-ULl　/一.＼`)

Lr(4-P+S)-Lr(A-p-ズ)
>0

であることから、mまたはrが1になることはない。さらに、mおよ

びrがとりうる値域を求めれば、

0≦肌.γ≦
U(4-P)一U(ムーア+5)

とノr(4-p-X)一Lr(4-P+5)

となり、これを図示すれば(図4)のようになる。そして同図からも明

らかなように、2種類のモニタリング変数は代替的である。

(l~m)(1~r)

=LU(A-P)-U(A-p-X)招U(A~~P
+S)~U(A~P.X)1

高尾=大倉‖999】における
均衡点(m=0)

/

図4　mおよびrの値域
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3.2.保険会社のモニタリング戦略の有効性

3.1.では、保険会社が長期戦略として常にモニタリングを行う全部

モニタリング戦略をとるか、それともコスト・ベネフィットを考慮し

た部分モニタリング戦略を採用するか、について議論した。その際主

体は、保険会社がどちらの戦略を採用しているのかについて知りえな

いとしていたO Lかしこのとき保険会社は、自分がどちらのモニタリ

ング戦略を採用しているかを主体に伝達するインセンティブを持つか

もしれない0このことを考えるべく、(図3)における情報集合I2およ

びI3が各ノードごとに分断されている場合-すなわち主体が、保険会

社のモニタリング戦略に関する情報を持っている場合一について見て
椚)

いくことにしよう。

このとき「保険金詐欺関連コスト」をモニタリングコストと搾取さ

れた保険金の合計として定義すれば、保険会社はそれを小さくするよ

うにモニタリング戦略を選択することとなる。それゆえ、両戦略にお

ける保険金詐欺関連コストの大小関係が(左辺に全部モニタリングに

おける保険金詐欺関連コスト、右辺に部分モニタリングにおけるそれ

を配置すれば)、

方〃<汀州オ+(1一花)q3(7〃+(トーγ)S)　　　…・‥(*)
43)

であることから、I3が分断されているとき・保険会社は全部モニタリ

ング戦略を選択する。なおその理由として、保険会社が全部モニタリ

ング戦略を採用すれば、それを知った主体は不当請求を全く行わなく

なるため(不当請求しても必ず摘発されるため)、結果として、その

分モニタリングコストを節約できることがあげられる。さらに保険会

社にとって、情報集合I3を分断した方が分断していないとき(つまり

3.1.における状況)に比して常に有利な状況となるため、自分の採用

しているモニタリング戦略を自発的に情報伝達しようとするインセン
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44)

テイブを持つO　ゆえに保険会社は、情報伝達をすることを選択した上

で全部モニタリング戦略を採用することが分かる。

しかし、上に述べた議論に関しては1つ大きな問題があるOそれは

この場合「全部モニタリング戦略を採用する」という情報伝達をした

後、実際にモニタリングを実施する段階で部分モニタリングに切り替

えるインセンティブもまた存在するということであるO　なぜなら、

「全部モニタリング戦略を採用する」と情報伝達した場合に生じる保

険金請求は、すべて正当請求である。それゆえ、実際にモニタリング

を行う段階で、全部モニタリング戦略を部分モニタリング戦略に変更

することによって、このような正当請求に対するモニタリングを手控

えることができ、結果として保険金詐欺関連コストの節約が可能とな

る。

以上の理由から、保険会社の「全部モニタリング戦略を採用する」

というシグナルは主体に信用されない。その結果、たとえ保険会社が

モニタリング戦略に関する情報伝達を行ったとしても、情報集合が分

断されていない状況は変わらないことになる。

このような状況を回避するためには、一度決定したモニタリング戦

略が容易には変更できないことを示す「有償の」シグナルを主体に提

示する必要があると考えられる。言ってみれば保険会社は採用したモ

ニタリング戦略が、主体に対して「変えがたい与件であると確信させ、
1T.

それを前提に行動するようにしむける」必要-すなわち採用したモニ
16、

タリング戦略が「コミットメント」(commitment)となっている

ことを示す必要一があると言えようO
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注36)　高尾・大倉[2001,p.12]。

37)　長期戦略・短期戦略については、例えばFudenberg and Tirole[1984],

Tirole[1988,pp.323-337]などを参照。

38)　ただし、モニタリング強度を考慮しても、以下の議論の本質には影響しない。

39)　このことに関する妥当性については、3.2.において議論する。

40)　厳密に言えば、事故時における主体についても保険会社のモニタリング戦略

を知り得ないことから、その情報集合は分断されていない。しかしこのとき、

保険会社がどちらのモニタリング戦略をとっていたとしても、主体は常に保険

金請求を行うため、情報集合が分断されているかどうかについては問題となら

ない。

41)　均衡の計算過程については、Appendix Bを参照。

42)ただし、ここで情報集合が分断されているかどうかが問題となるのは13のみ

である0なぜならql=1は支配戦略であり、それゆえI2の分断・非分断はその

意思決定と無関係であるからである0従って、以下ではI3についてのみ見てい

くこととし、I2についての言及は行わない0

43)　その証明についてはAppendix Cを参照。

44)　その証明についてはAppendix Dを参照。

45)　丸山・成生[1997,p.219]。

46)　「コミットメント」(commitment)とは「費用をかけることなしには変更

ができないという性質」(成生[1994,p.1881)であり、別の言い方をすれば

「将来の機会主義的行動を回避するための約束」(Milgrom and Roberts

[1992,p.676])だと言える。なお、コミットメントに関する平易な解説として、

梶井[2001]を参照。

4.結

本稿においては、保険金詐欺の抑止を目的に行われるモニタリング

に関連した2つの分析を展開した。最後に本稿の結論として、議論の

要約を行い、さらにここでの分析結果をもとに保険会社がとりうる保
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険金詐欺抑止のための方策について考察していくことにしよう。

まず、分析全般における結論として「保険金詐欺は、容易にはなく

なるものではない」ことが主張できる。その証拠に、例えば2.のモデ

ルにおいて、花=0.002(≒43歳日本人男性あるいは48歳日本人女性の

死亡率。生保標準生命表1996(死亡保険用)による)、S=5,000万

円、M=5万円、β=0・5とすれば、亀=志-となる。従ってこの

とき、全保険金請求に対する不当請求の割合は、
998　　1

fす面`諏両すil　=0.002となり、保険金請求1000件のうち2件は不当
孟+書誌・画　　　47,
請求であることが分かる。この不当請求割合は、日本における保険契

約者数を考えると、決して無視できる大きさではない。このことから、

保険金詐欺は保険経営上少なからず重要な問題であることが改めて確

認できよう。

また保険本来の目的を考えれば・事故時にはfql=1,q2=1,r=OI、

無事故時にはtql=1,q3=0)となること-すなわち主体は、事故発

生の有無について正直に申告し、かつ保険会社は、主体の保険金請求

がすべて正当請求であると信じること-が望ましい。しかし、このよ

うな戦略の集合は均衡ではないO従ってtql=1・q2=1・r=0)ある

いはfql=1,q3=0)といった状況は、「理想郷」に過ぎず、また現

実保険市場から少なからず車離したものであると言わざるをえない。
48)

前近代的な相互扶助施設の場合においては、各共同体内における

「村八分」などのような制裁措置-それにより、社会で生きていくこ

とができなくなるような措置-の存在が、期待される行動からの奉離

を抑止していた。しかし近代保険においては、保険契約者同士が「間
49)

接的結合」によって結びついているに過ぎない。また近代保険が市場

経済の産物であることから、他の財の場合同様、市場参加者の「匿名

性」(anonymity)がその性格として現れてくる。このような実状を
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鑑みれば、前近代的な相互扶助施設の場合とは別の形での制裁措置が

必要であり、具体的には成文法等の整備が重要となるO　しかし先述し

たように、日本の商法は保険契約者に最大善意を求める理念的なもの

に過ぎず、その意味において、より現実的な制度設計が望まれよう。

さらに、モニタリング強度が弱いときまたはモニタリングコストが

高額なときには、保険金詐欺が完全に容認されてしまう可能性がある

ことについても言及したO　従って、保険金詐欺を抑止するためには、

モニタリング強度の強化やモニタリングコストの引き下げに関する努

力が必要不可欠であると言える。

なおこのようなモニタリングの不完全性に対処するための具体策と

して、各保険会社による情報交換制度の拡充や、モニタリングに要す

る人件費の削減を目的とした経営合理化、あるいはモニタリングに関

連した技術の革新等などがあげられるO　実際、三井海上、日本火災、

興亜火災のいわゆる「幻の3損保統合」において、統合に先立って損

害調査の一部共同化が進められていたが、これはモニタリングコスト
ーIl、

の削減を狙った経営戦略であったと評価できるO　あるいは本庄事件を

うけて、金融監督庁が多重契約に関する審査をより厳密にする方針を

決めたことは、さらなるモニタリング強度の強化を促したものである
・1日

と考えられる。

また月足[1986a,1986b]などにおける保険金詐欺の手口の事例研究

は、完全犯罪化した事件についての研究がなされないといった問題点

はあるものの、保険金詐欺の手口を類型化することを通じて、モニタ

リングの不完全性を補う意味があるものと考えられる。さらに先述し

たように、近年保険金詐欺についても国際化の傾向が見られるが、こ

のような傾向に対応して現地警察との協力体制や事故確認の国際協力

を強化することは、モニタリングの不完全性を小さくし、ひいては保
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こ.二、

険金詐欺の発生件数を減少させる効果があるものと思われる。

次に、保険会社がモニタリング戦略として「全部モニタリング」か

「部分モニタリング」を選択する場合について議論した。その中で保

険会社は、実際に採用するモニタリング戦略とは無関係に「全部モニ

タリング戦略を採用する」と情報伝達するインセンティブを有してい

ること、そのため情報伝達が有効に機能するためには、保険会社のモ

ニタリング戦略がコミットメントとならねばならないことについて言

及したO

保険契約者は「保険会社が疑念を持つ請求に対しより積極的に取り
53)

組む傾向に気づき始めると、詐欺的な行為に従事しないようになる」

と考えられるO Lかしここで問題となるのは「積極的な取り組み」の

中身であり、本稿議論から明らかなように、それはコミットメントと

なっていなければならないOその意味において、倫理的に正当化可能

な経営方針を明確にすることは重要であるが、それのみによって保険

金詐欺を抑止するのは困難である。それゆえ、このような経営方針が

有効に機能するためには、その策定した経営方針を変更した際に、何

らかのコストが不可避的に発生する状況を作り出す必要がある。

ただしここで言うコストには、罰金などのみならず、保険金詐欺事

件の発覚に伴って生じる「生保不信」などもその範疇に含めることが
うく、

できる。それゆえ「より公正な信頼されるシステムを追求する」ため

の投資などは、保険金詐欺の抑止策として比較的有効であると言える。

なぜなら、「公正な信頼されるシステムの追求」のために行われる金

銭的・人的な投資は、保険会社が確固たる姿勢でモニタリングを行う

ということに対するコミットメントとなり、それによってその保険会

社の経営方針の変更を容易ならざるものとするからである。

これに関する具体的な例としては、契約内容登録制度で照会される
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契約枠の拡大-すなわち、登録の対象となる保険契約金額のバー(下

限)の引き下げ-があげられる。和歌山保険金詐欺事件や本庄事件で

は、契約内容登録制度における保険契約金額のバーの高さを知った

(と思われる)これらの事件の被告人が、そのバーを下回るような少額

の保険契約を複数の保険会社と締結していた事実を鑑みれば、バーを

引き下げることは、保険金詐欺の抑止に対して相応の効果を期しうる
hト、

ものと思われる。

以上のことから、各保険会社が「保険金詐欺抑止に対する確固たる

態度」を示すことの重要性は明らかであるO　それゆえに生命保険・損

害保険の枠を超えた情報交換を積極的に行い、かつそのことを保険契

約者等に「知らしめる」ことこそが、保険金詐欺を抑止する上で必要
さ61

不可欠なことだと言えよう。過去においても、昭和50年代前半に保険

金詐欺事件が多発したが、その後各保険会社が保険金詐欺を抑止すべ
57)

く積極的な姿勢を示したことで、昭和50年代後半にはかなりの改善を
・1声

見せたという歴史がある。

保険制度は「レバレッジ効果」を持つ反面、和歌山保険金詐欺事件
59)

などのような凶恵犯罪を引き起こす原因となることも事実である。そ

れゆえ保険制度は、「目的外利用」に対して非常に弱いということを

再認識する必要があろうO

最後に、本稿モデルを用いた実証研究が、高尾[1999]およびTakao

and Okura[2001]において実施されていることを付言しておく。

注47)もちろんこの不当請求割合は、トー〟=濃に等しい。

48)　水島[1999,p.14]。

49)　水島[1999,p.12]。

50)　以上の記述に関しては、日本経済新聞[1999/10/16朝刊,1999/10/17朝刊,

2000/1/18朝刊および2000/2/23朝刊]を参考にした。
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51)　以上の記述に関しては、日本経済新聞[2000/3/30朝刊]を参考にした。

52)　同様の言及が、沙[2001,pP.60以下]においても見られる。

53)　中林[2000,p.41]。

54)　月足[1996,p.14]0

55)　このことに関しては、和歌山保険金詐欺事件発覚当時の記述ではあるが、山

野井[1998a,lgggb]を参照。なお、同詐欺事件発覚後、1999年4月から保険

契約金額のバーが1億円から5500万円となった。また本庄事件の発覚によって、

2000年4月からそれは3000万円にまで引き下げられたO　さらに生命保険協会も

日本損害保険協会や簡易生命保険に対して保険契約情報の交換を要請するなど

の審査強化に乗り出している(日本経済新聞[2000/10/9朝刊および2000/10/20

夕刊])。

56)　このことは以下の山野井[1999,p.103]の記述により要約できる。「内容登

録制度のデータのうち必要なものを何らかの形で相互に交換し、両業界をまた

ぐ情報交換が行われているという姿がみえるだけで、保険犯罪に対する強力な

抑止力が働くだろう」。

57)　その最たるものは、昭和55年10月に契約内容登録制度が発足したことである。

58)　これに関する詳細については月足[1988,pp.36-38]を参照。

59)　この点に関しては、田村[1990,第14章]および高尾[1998,第2章]を参照。ま

た田村[1997,PP.61以下]も参照のことO
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Appendix

・Appendix A(モニタリングの不完全性がある場合の均衡の導出)

以下において均衡を求めるべく、「後向き帰納法」(backward

induction)により解いていくことにする。

まず、保険会社のとりうる戦略について考えよう。保険会社の「最

適反応」(bestresponse)を求めるべく、I4における保険会社の期待

効用を計算すると、

〃γ(p-㌻」吻+〝(1-γ)(p-S)+(1一のγ(∂(アールの

十(1-の(P-5-ルの十十(1-の(1-γ)(p-5)　……(A-1)

と書けるので、これを整理すると、

バーJW+(1-哀)β57　+p-S

となり、これより以下の条件式を得るO

げ〃≦1一票-,〃湘r=1

け〃≧ト音,伽乃γ=0

げ."=ト音,伽∀7て[0,1]

……(A-2)

……(A-3)

次に、(A-3)に示した条件式を個々のケースごとに見ていくこと

にする。

Case・1)〃≦1-岩-

このときr=1となるため・q2=1,q3=0となるOしかし、このよう

な戦略は「一致性」(consistency)が得られない。なぜなら、この

場合において一致性を満たすためには、〟=1でなければならないが

これはM>0であることに矛盾しているO　ゆえにこのケースにおいて

均衡は存在しない。

Case2)〃≧ト音

このときr=0となるため、q2=1・q3=1となる0ゆえに一致性を満
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たすためには〃=汀=号とならねばならないO従って、このケースに

おいて均衡が存在するためには、号≧卜豊となる必要がある。そ

してこれを変形することで、∂≦空声を得る。またこのとき主体は

必ず保険契約を締結する。なぜなら、保険契約を締結すれば、

花U(A一戸)+(1-冗)U(A一戸+S)　　　　　　　……(A-4)

という期待効用が得られるのに対し、保険契約を締結しなかったとき

のそれは、

花U(4-β)+(1一花)F(』一β)=研4-β)　　　……(A-5)

であり、(A-4)>(A-5)であることから、保険契約を締結した方が、

期待効用が大きくなるからである0ゆえにql=1となり、(均衡1)と

して、

げβ≦空手,伽ヴ1=1,q2=1,q3=1,

r=0, ……(A-6)

P

〃=T

が得られる。

Case3)p=ト諾-
(A-3)より、∀r∈[0,1]であるため、保険会社にとってモニタリ

ングすることとしないこととが無差別になっているO

このとき、まずq2=1となることについては自明であろうO次にq3

について見ていくOI3における主体の期待効用を計算すれば、

q3再び(A-p-X)+(トーのU(ムーア+S))

+q3(トーのぴ(4-P十5)+(トー鞄)もr(』一戸)　　……(A~7)

となり、(A-7)を変形することで以下の条件式が導かれる。

Lr(4-P)一打(A一戸十g)

β†U(A-p-ズ)-Lr(A-P+S))

U(』一戸)一打(月一戸+5)

♂くLr(月-p-ガ)一乙J(4-P+∫))

とノr(』一戸)-〔ノr(A一戸+5)

βくび(月-p-ガ)一打(4-P+5))
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そして先ほどと同様にして、(A-8)に示した条件式を個々のケー

スごとに見ていくこととする。

CaseA)r≧
Lr(A一戸)一打(A一戸十∫)

βはr(4-P一方)一打(A一戸+S))

このときq3=0であるため、一致性を満たすためには〝=1でなけ

ればならない。しかしCasel)と同様の手法によって、LL=1が矛盾

することを示すことができる。従ってこのケースにおいて均衡は存在

しないO

CaseB)r≦
Lr(』一戸)一打(』一戸十S)

βfIノア(A-p-X)一打(4-P+S))

P

このときq3=1であるため、一致性を満たすためには、〃=打=了

となる必要がある。そして今、〃=1一昔のケースを取り扱ってい

ることから、一致性が満たされるのは、号=1一昔、すなわちβ=

岩戸の場合のみであるOまたこのとき主体は必ず保険契約を締結す

る0なぜなら最適反応がq3=1となっているため、I3における主体の

期待効用について、

(不当請求をしたときの期待効用)>(不当請求をしなかったときの

期待効用)

という大小関係が成立しており、従って保険契約を締結したときにお

ける主体の期待効用は少なくとも、

汀び(4-p-β+S)+(1-万)U(4-P)=U(』一戸)……(A-9)

よりも大きいからであるO　以上のことから、保険契約を締結したとき

の期待効用は、保険契約を締結しなかったときのそれを上回ることが

わかる。ゆえに(均衡2)として、

げβ=菩瀬川=1,q2=1,q3=1,
γ≦

U(A一戸)一打(月一戸+S)

β化!(』-p-ガ)一打(』一戸十5)1
P

〟=了
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U(』一戸)-LJ(4-P+5)

β〈Lr(』-p-方)-Lr(良一P+5))

このとき、(A-8)より∀q3∈[0・1]が最適反応となる0そしてこの

とき主体は必ず保険契約を締結する0このことは、I3における主体の

最適反応が∀q3∈[0,1]であることから、

(不当請求をしたときの期待効用)=(不当請求をしなかったときの期

待効用)
60)

となり、その後Case B)の場合と同様にして、保険契約を締結した

ときの期待効用が、保険契約を締結しなかったときのそれを上回るこ

とを確認することで証明できる。さらに〝の一致性について考察しよ

うO一致性が満たされるためには、〃=←票-となるようなq3を求

める必要がある。このようなq3は「ベイズの公式」(Bayes'formu-

1a)より、

1∴.こ(
方+(1-∵汀)q3

……(A-11)

と書くことができる0その上で(A-11)をq3について解けば、
汀JW

q3= (1-万)(β5-Aの

となる。さらに定義よりq3≦1であることから、

q3=
汀JW

(1一方)(♂5-ルの

……(A-12)

≦1となり、これを変形することで∂≧器を

得る。

ゆえに以上の結果をもとに(均衡3)を示せば、

直隼豊胸甥=1,q2=1,q。
γ=

となることが分かる。

汀JW

(1-万)(β5-J吻
Lr(4一戸)-Lr(A一戸十S)

β‡【ノr(A-p-芳)-Lr(4-P+S))

〝=1一昔
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・Appendix B(モニタリング戦略を考慮した場合の均衡の導出)

まず、I4における保険会社の最適反応は、(A-3)にβ=1を代入す

ることで、

け〃≦ト告伽乃γ=1

仔〃≧1一昔伽乃γ=0

げ〃=1-空調β"∀佗[0,1]

……(B-1)

となることが分かる。以下において、(B-1)に示した条件式を個々

のケースごとに見ていくこととする。

Casel)p≦1-晋
このときr=1となるため、保険会社は採用したモニタリング戦略に

関係なく、すべての保険金請求に対してモニタリングを行うこととな

る。従ってq3=0となることは明白である。そしてこのとき、一致性

を満たすためには〝=1でなければならないが、これはM>0に矛盾し

ている。ゆえにこのケースにおいて均衡は存在しない。

Case2)p≧1-晋

このときのI3における主体の期待効用はr=0より、

リマJU(』-p-ズ)+の1-q3)U(A一戸)+(1-のq3Lr(4-P+5)

+(トーの(「-q3)U(A一戸)=q3[VtU(A-p-ズ)一打(』一戸+S))

一研』一戸)+U(4-P+S)]+ぴ(A-P)　　　　　　　　……(B-2)

となる。そして(B-2)を変形することで、以下のような条件式が得

られる。

LJ(4-P)-〔!(A一戸+5)

とノr(』-p-ズ)一打(月一戸+S)

Lr(4-P)一打(』一戸+S)

ぴ(4-p-X)-Lr(4-P+5)
Lr(4-P)-Lr(A一戸+5)

Lr(A-p-ガ)-も「(4-P+5)

,地肌q3=1

,肋飢q3=0　　　……(B-3)

,伽"∀q3∈[0,1]

そして(B-3)に関しても同様にケース分けしていくこととしよう。
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と7(4-P)-「(良一P+5)

)uULJlノ　′言【ノ7(』-p-X)-LJ(.4-P+S)

このとき一致性を満たすためには、〝=冗とならなければならない。

しかし〃=冗=卜豊は、汀=号およびM<S-Pの仮定に矛盾してい

るO従ってこのケースにおいて均衡は存在しない。

CaseA)LJ≦

CaseB)レ≧
Lr(4-P)一打(4-P+5)

Lr(A-p-X)一打(4-P+S)

このとき一致性を満たすためには、〝=1となる必要があるが、こ

れはCasel)のときと同様の理由によって、矛盾が生じることが確認

できる。ゆえにこのケースにおいて均衡は存在しない。

CaseC)L)
〃(4-P)一乙J(4-P十∫)

U(』-p-ズ)一打(A一戸+ぶ)

このとき一致性を満たすためには、ベイズの公式より・q3について、

≧1-と　　　　　　　　　　……(B-4)
汀+rl一打)q3~1-W

が成立しなければならない。従って(B-4)をq3について解くことで、

生≦

を得る。

汀J11

(1一方)(5-J吻
……(B-5)

さらにI2における主体について考えよう。このとき主体は必ず保険

契約を締結する。このことはI2における主体の最適反応が∀q3∈[0,1]

であることから、Appendix Aと同様にすることで確認可能である。

最後にIlにおける保険会社の意思決定について見てみようOIlにお

ける保険会社の期待効用はr=0を用いて計算することで、

∽汀(p-S一鳩+椚(1一打)q3(p-鳩十椚(1-汀)(1一生)P

+(1一別)冗(p-5)+(ト椚)(卜冗)q3(p-S)+(トー肌)(トー鞄)P

=mtq3(1-汀)(5-鳩一花碑+P一打5-5生+5万鞄…‥・(B-6)

となり、ヴ3≦
汀ル1

(1-に)(5-ルの
より(B-6)の(・)は非正となる。ゆえに

さl、

保険会社の最適反応はm=0となる。しかしこのとき、一致性を満た

すためにはソ=0でなければならず、このことは
U(4-P)-rノ(4-P+S)

LJ(4-デーガ)一〔ノT(』一戸十S)
>0に矛盾する。従ってこのケースにおい
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て均衡は存在しない。

Case3)〃=1.晋
このときI3における主体の期待効用は、

レ畔(A-p-X)+レ(トーも)U(4-P)十(1-のq37U(』-p-X)

+(1-のq3(1一γ)机4-P+S)+(トの(ト鞄)U(A~P)

=鰯リU(月-p-X)一打(』一戸)+灯(A-p-ガ)

-レrLr(4-p-Ⅹ)+(1-の(1-㌢)U(4-P+S))+ぴ(4-P)

……(B-7)

と書ける・そしてこれまでの議論からq3≠0,1のみが均衡となりうる

ことが確認されているため、(B-7)に示した主体の期待効用は、不

当請求をしなかったときの期待効用であるU(A-P)に等しくなけれ

ばならない。それゆえ(B-7)における(・)はゼロとなる。つまり、

レU(A-p-ガ)一打(A一戸)+7U(』-p-X)-リγ研』-p-X)

+(1-の(1-γ)U(ムーア+S)=0

であり、この(B-8)を変形することで、

(1-の(1-γ)
Lr(A一戸)-〔!(A一戸一方)

-P+5)一打(4-Plg)

……(B-8)

……(B-9)

が得られる0またこのとき、I2における主体が必ず保険契約を締結す

ることについては、これまでの議論と同様の作業を行うことで明らか

にすることができる。

最後にIlにおける保険会社について見ていこうOモニタリング戦略

mの均衡値は、I2における主体の信念入およびI3における主体の信念

Vとの一致性を満たすものでなければならない。そしてこのような値

は、ベイズの公式により、m=入=Vであることが確認できる。さら

にm=Vを(B-9)に代入することで、

(1一別)(1-γ)

が明らかとなる。

J'「「ィー1-J'Ll-1/し-.＼~1

Lr(4-P+S)一打(』一戸一方)
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そしてq3についてだが、q3は〝との一致性を満たさなければなら

ない。ゆえにAppendix Aのときと同様に、ベイズの公式を用いる

ことで、鞄
汀JW

(1-万)(5-J吻
が得られる

以上のことからこのゲームの均衡は、

ヴ1=1,鞄
万JW

(1-万)(S-1吻

(1-椚)(1-γ)=
(ノr(4-P)-Lr(A-p-ガ)

Lr(4-P+S)一打(A-p-ガ)

〃=ト告ス=レ二間

となる。

・Appendix C(保険会社のモニタリング戦略の選択)

……(B-11)

本論における(*)式右辺を整理することで、

rt汀ルし(1一打)も(5-鳩I+(ト汀)鞄S　　　……(C-1)

を得る。また、保険会社が部分モニタリング戦略を採用した場合にお

ける後に続く意思決定プロセスは、2.で述べたモデルにおけるそれ

(ただし∂=1)と同一であるOさらに、情報集合I2およびI3が分断さ

れている状況を想定しているため、それは「部分ゲーム」(subgame)

となっているO従って、2・で求められた均衡値鞄

のまま実現することになる0ゆえに(C-1)にqヲ=

汀ルグ

(1-万)(5-ルの

(1--万)(5-ルの

することで、昔莞が得られるOさらに言笠から冗Mを差し引けば、

空㌃一打〃二言莞>0　　　　　　　……(C-2)

となるO　以上のことから、保険会社にとって全部モニタリング戦略が

常に優位な戦略であることを確認することができるO

■
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・Appendix D(情報伝達を行うインセンティブの有無について)

まず情報集合が分断されているときにおいて、保険会社が全部モニ
62)

タリング戦略を採用し、かつそのときの保険金詐欺関連コストが冗M

となることについては、Appendix Cで確認済みである。

次に、情報集合が分断されていないときについて考えようO　このと

きの保険金詐欺関連コストは、

′刀汀〃+研由一の生〃+(1一椚)方れW+(ト研)(1一打)野〃

+(1一肌)(ト冗)も(トーγ)∫　　　　　　　　……(D-1)

と書ける0そしてq3=
汀ユダ

(トーに)(5-J7ゆ
であるため、これを(D-1)に代入

した上で適当に変形すれば、

(1十品)冗〃　　　　　　　　　　……(D-2)

となる。ゆえに保険会社にとって情報集合を分断した方が有利である

ことを示すためには、(D-2)における(・)が1より大きいことを確認

すれば良い。そしてこのことは、吉舎>0より容易に証明できる。以

上のことから、保険会社にとって情報伝達を実施することが常に有利

であることが分かるO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

注60)　その理由については、例えばOsborne and Rubinstein[1994,p.34]を参

照。

61)も=
〃

(1-J)(5-1吻 のときには∀m∈[0,1]が最適反応となるが、これに関して

は、後に示すCase3)で見ていくことにするOなぜなら亀
W

(】-7r)(ゴールの

合は、モニタリングの最適反応が∀r∈[0,1]となるからである。

62)ただしこのときq3=0であるため、保険金詐欺は発生していないO
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